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１． 教育・保育施設等について 

幼稚園とは 

 満３歳から小学校就学前までのお子さまが、さまざまな遊びを通した教育を受け、小学

校以降の教育の基盤を培うことができる施設です。 

 お昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動

（預かり保育）など実施します。 

 

認定こども園とは 

 幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持つ施設で、学校教育・保育を一緒に受けることが

できます。認定こども園には、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４つの類

型があります。 

 

保育園とは 

 保護者の就労状況などに応じて保育が必要なお子さまの保育を行う児童福祉施設です。 

０歳から小学校就学前までのお子さまに、健やかな発達を保障する養護と就学前に必要な

教育を実施します。1 日１１時間の開所時間のほかに、延長保育や子育て相談、一時預か

りなど様々なニーズに応じた保育を実施します。 

 

 

２． 認定区分について 

 ●保育の希望の有無について 

※１ 少人数を対象として、０～２歳の児童を預かる施設で市の認可を受けたもの。 

 
 

 

 

認定区分 対象児童 利用できる施設 

１号認定 
満３歳以上のお子さまで、保育を必要とせず、教育のみ

を希望する方 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 
満３歳以上のお子さまで、保護者の就労等の「保育の必

要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望する方 

保育園 

認定こども園 

３号認定 
満３歳未満のお子さまで、保護者の就労等の「保育の必

要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望する方 

保育園 

認定こども園 

地域型保育施設（※１） 
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３． ２号認定及び３号認定基準 

 

児童の保護者がそれぞれ、次の保育の必要な事由のいずれかに該当すると認められる場合

に支給認定の対象となります。 

 

１．就労：１か月６４時間以上の労働を常態とする 

２．妊娠・出産：児童の保護者が出産前後の為、保育が出来ない場合 

※産前産後の期間【産前 8 週が属する月の初日から産後 8 週の属する月の翌月末まで】 

３．疾病・障害 

４．介護等：同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む）の常時介護または看護 

５．求職活動：継続的な求職活動の実施 

６．就学：高等学校、大学に在学中（職業訓練校を含む） 

７．虐待・ＤＶ 

８．災害復旧 

９．その他前各号に類する状態にあると市が認めた場合 

 

 

●保育の必要量について 

 

 

 

 

 

※就労時間が 1 か月６４時間を満たない場合は、保育認定を受けることはできません。 

 保育認定での申し込みはできませんので、教育認定での申し込みをご検討ください。 

※就労時間が１か月１２０時間未満の場合でも、通勤に時間がかかる、就業時間が送迎時間

に間に合わない等の理由で、保育標準時間への認定変更が可能ですのでご相談ください。 

  

 

 

 

 

 

区　分 就労時間 備　考

１か月６４時間以上１２０時間未満
求職活動や育児休業の要件の場合は、
短時間認定となります。

妊娠・出産の要件の場合は、
標準時間認定となります。

１か月１２０時間以上

保育短時間　 （１日８時間）

保育標準時間  （１日１１時間）
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４． 入園までのながれ 

 新規で入園を希望される場合は、事前に見学を行い、保育内容などを確認の上お申し

込みください。 

※市外保育園・認定こども園を希望する方は、希望施設所在地市町村と協議が必要となりますので、申込

期限をご確認の上お早めにお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

  

 

 

 

◎４月入園の最終締切は、令和４年１２月２８日（水）までとなります。 

（１１月 1 日以降も申し込みは受け付けますが、10 月中に申し込みをされた方が優先となります。） 

 
●令和５年４月入園希望者の受付期間 

 令和４年１０月３日(月)～令和４年１０月３１日(月) 

●令和５年 5 月１日以降入園希望者の受付期間 

 入園希望月の６か月前から入園希望月の前々月末日まで 

 （例：６月入園希望 ⇒ ４月２８日まで） 

 

市にて教育・保育施設を利用するための支給認定を行います。

その後、保育の利用を必要とする理由を総合的に判断し、入園

要件の高い方から入園者を決定していきます。 

支給認定の結果は内定先の施設よりお知らせします。 

 
●令和５年４月入園希望者 

 令和５年１月下旬に郵送で通知を送付いたします。 

●令和５年５月以降入園希望者 

 入園希望月の前月中旬以降に直接ご連絡いたします。 

 ●入園内定後に各園でオリエンテーションを行います。 

４月入園内定（承諾）の場合、園からオリエンテーションの案

内があります。途中入園の場合、各園に直接ご連絡していただ

き、日程調整のうえ、実施します。 

 

オリエンテーション 

入園内定(承諾) 

保留通知発送 

 

支給認定及び 

入園審査 

 

入園申込書提出 
（こども福祉課へ提出） 

 

・施設の見学については事前に予約が必要です。 

・見学は随時受け付けておりますが、園行事等の都合でお断りさせていただく日もあります

ので、見学前に必ず各施設にご連絡をお願いします。 

 

入園 
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５． 保育園等入園申し込み方法 

 

下記の書類にご記入の上、受付期間内にご提出ください。 

① 支給認定申請書 兼 教育・保育施設入園申込書（令和５年度用）  

② 児童の心身の状況・家庭の状況調査 

③ 家庭での保育ができないことを証明する書類 

※兄弟等で申し込みの場合、①②は児童一人につき 1 部ずつ、③は各家庭で 1 部（父・母）

をご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労（会社員等）

就労（自営業）

妊娠・出産

疾病・障害

介護等

求職活動

就学

虐待・ＤＶ

育児休業

災害復旧

転入予定者

勤務証明書

自営業就労申立書

母子手帳の写し（表紙と出産予定日が記載されたページのコピー）

診断書または障害者手帳の写し、保育園入園に関する申立書

入園申し込みに必要な書類

罹災証明

住宅契約書等の転入先住所が分かる書類

介護保険被保険者証の写し、保育園入園に関する申立書

保育園入園に関する申立書、具体的な求職活動の内容を証明する書類（ハローワークカードの写し等）

在学証明書、カリキュラム（授業時間が記載されているもの）の写し等

保育園入園に関する申立書

※新規での入園はできません。
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６． 保育料について：令和５年度（2 号認定・3 号認定） 

【保育料算定に際する考え方】 

1.基本的には、父と母の税額（市町村民税所得割額）を合算し算定 

※市町村民所得割税額は、住宅ローン控除などの税額控除を適用する前の金額となり

ます。 

2.父母の収入で世帯の生計が賄えないと判断した場合は、同居親族のいずれか税額の高い

方の額を父母の税額に合算し算定 

3.祖父母等、父母以外が児童を税法上の扶養に入れている場合は、児童の扶養義務者とみ

なし、父母の税額に合算し算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２階層から第 8 階層までの世帯で、以下に該当する場合は保育料が減免となります。 

兄姉が保育園・幼稚園・認定こども園に入園している場合、もしくはその他の施設（※１）

に通所している場合 

※１ 特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害

児短期治療施設通所部に入所、児童デイサービス利用又は地域型保育施設入所 

 

 

 

ア 
保育園、幼稚園又は認定こども園に入園してい

る児童のうち、上から１人目 
徴収金（保育料）基準額表に定める額 

イ 

保育園、幼稚園又は認定こども園に入園してい

る児童、及びその他の施設（※１）に通所して

いる児童のうち、上から２人目 

徴収金（保育料）基準額表に定める額 

×０．５ 

ウ 

保育園、幼稚園又は認定こども園に入園してい

る児童、及びその他の施設（※１）に通所して

いる児童のうち、上から３人目以降 

無 料 

第１階層 0円 0円

第２階層 0円 0円

第３階層      48,600円 未満 15,000円 14,600円

第４階層
     48,600円 以上
     97,000円 未満

22,000円 21,600円

第５階層
     97,000円 以上
   169,000円 未満

33,000円 32,400円

第６階層
   169,000円 以上
   301,000円 未満

42,000円 41,200円

第７階層
   301,000円 以上
   397,000円 未満

50,000円 49,000円

第８階層    397,000円 以上 52,000円 51,000円

0円

各月初日の入園児童の属する
世帯の階層区分

階層区分 定義

０～２歳児

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

令和５年度　下野市教育・保育施設　保育認定（２・３号認定）利用者負担月額表

利用者負担額基準額（月額）
（年齢の基準日：令和５年4月1日）

３～５歳児

保育標準時間・保育短時間保育標準時間 保育短時間
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   利用者負担額（保育料）について、次のとおり軽減制度があります。 

なお、軽減制度については法改正等で変更となる可能性がありますので 

ご了承ください。 

 

① 多子世帯における国の軽減措置・県の補助事業の拡充 

国の軽減措置・県の補助事業により、第 2・3 子の算定の年齢制限を撤廃します。 

（生計を同一にする子どもであれば、小学１年生以上の兄姉も人数算定の対象となります。） 

階層区分 区分の内容 第２子 第３子 

第 1 階層 生活保護世帯 
利用者負担額表により０円 

第 2 階層 市町村民税非課税世帯 

第 3 階層 
市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額 

48,600 円未満 （国の軽減措置） 

基準額表に定める利用者 

負担額（保育料）×０.５ 

（国の軽減措置） 

基準額表に定める利用者 

負担額（保育料）を免除 

第 4 階層 

48,600 円以上 

57,700 円未満 

57,700 円以上 

97,000 円未満 

 

（県の補助事業） 

基準額表に定める利用者 

負担額（保育料）を免除 
第 5 階層 

～ 
第 8 階層 

97,000 円以上 

 

 

② 所得割課税額 77,101 円未満のひとり親世帯等における利用者負担額（保育料）の

減免 

階層区分 区分の内容 第１子 第２子 

第 1 階層 生活保護世帯 
利用者負担額表により０円 

第 2 階層 市町村民税非課税世帯 

第 3 階層 
市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額 

48,600 円未満 
（国の軽減措置） 

３歳児未満：７，０００円 

（国の軽減措置） 

０円 

第 4 階層 

48,600 円以上 

77,101 円未満 

77,101 円以上 

97,000 円未満 

減免なし 減免なし 
第 5 階層

～ 
第 8 階層 

97,000 円以上 

 

令和５年度 保育料軽減措置等について 
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７． 副食費について 

・給食費（主食費+副食費）については、保護者負担となります。 

ただし、以下に該当する場合は副食費が免除になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８． 入園等に際しての注意事項 

申し込みについて 

・申し込みは、下野市に住民票がある方のみ対象です。他市町村にお住まいの方は、住所地

のある市町村でお申し込みください。 

・下野市に住民票があり、下野市外の保育園等にご希望の方は、こども福祉課までご相談く

ださい。 

・新規入園については、育児休業中は入園基準に該当しません。育児休業終了日の１５日前

の属する月から入園基準該当となりますのでご相談ください。 

（例：７月 15 日職場復帰の場合→15 日前は、6 月３０日となるため６月入園の申し込み

が可能です。） 

・入園内定後の辞退は、できる限りご遠慮ください。辞退された場合、辞退の理由によって

は次回の入園申し込みをしていただいた際、不利になる可能性があります。 

 

入園について 

・入園日は各月 1 日となります。 

・入園後１～２週間程度は、保育園等の生活に慣れるまで、午前中のみ等の短い時間からお

預かりし、段階的に通常保育時間にしていきます。（慣らし保育） 

・求職活動中の要件で入園した場合、入園後 3 ヶ月以内に就労開始の申し立てがない場合、

退園となります。 

・申込書の内容に虚偽があった場合、また内定（承諾）後、入園の要件を満たさなくなった

場合は内定（承諾）を取り消す場合があります。 

階層区分 第１子 第２子 第3子以降

第1階層

第2階層

第5階層

～

第8階層

第3階層

第4階層

97,000円以上

48,600円以上
57,700円未満

57,700円以上
97,000円未満

保護者負担（施設へ支払い）

区分の内容

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

　

48,600円未満市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

副食費 免除
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９． 入園審査について 

入園審査とは、２号認定・３号認定を受けたお子さまの入園にあたり、利用申し込み手続

き時に提出していただいた「保育を必要とする状況の確認書類（勤務証明書等）」や世帯状

況に基づき、保育の必要性を客観的に審査し、その必要性の高いお子さまから、各保育所等

の受入可能数の範囲内で入園者を調整していく「入所選考」のことです。 

入園審査の方法は、保護者の就労状況やお子さまの状況などを「下野市保育園等入所選考

基準」に基づき点数化し、合計点数が高いお子さまから入園者を決定していきます。 

また、入所選考基準点数の合計が同じ場合は、児童及び世帯の生活・保育の状況を総合的

に判断し、緊急度の高い順に入園者を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働形態 月の勤務日数 1日の勤務時間 点数

7時間以上　(月換算140時間以上） 20

6時間以上　(月換算1２0時間以上） 18

5時間以上　(月換算100時間以上） 16

4時間以上　(月換算　80時間以上） 14

7時間以上　(月換算112時間以上） 17

6時間以上　(月換算　96時間以上） 15

5時間以上　(月換算　80時間以上） 13

4時間以上　(月換算　64時間以上） 11

7時間以上　(月換算　84時間以上） 14

6時間以上　(月換算　72時間以上） 12

7時間以上　(月換算140時間以上） 19

6時間以上　(月換算120時間以上） 17

5時間以上　(月換算100時間以上） 15

4時間以上　(月換算　80時間以上） 13

7時間以上　(月換算112時間以上） 16

6時間以上　(月換算　96時間以上） 14

5時間以上　(月換算　80時間以上） 12

4時間以上　(月換算　64時間以上） 10

7時間以上　(月換算　84時間以上） 13

6時間以上　(月換算　72時間以上） 11

10

10

下野市保育園等入所選考基準表

1．基本点数表

　（1）就労の事由

居宅外労働

月20日以上

月16日以上

月12日以上

居宅内労働

月20日以上

月16日以上

月12日以上

上記以外の就業時間で月換算64時間以上72時間未満の場合

内職に従事している場合

◎なお、変則勤務による就労は、勤務証明に記載されている月換算合計の就業時間を基に上記表に照らし合わ
せて判定を行う
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理由 点数

切迫流産・多胎等妊娠などの出産に障害の恐れが
ある場合

19

上記以外のもの 17

20

疾病のため常時臥床 20

重篤な疾病により常時安静を要する 19

精神疾患などにより常時安静を要する 16

医師がおおむね1か月以上加療を要すると診断したもの 15

上記以外のもの 13

1・2級程度 20

3級程度 16

4級以下 10

1・2級程度 20

3級程度 18

4級以下 10

A1・A2・B1程度 20

B2程度 18

入院付添い ※

同居以外の親族の介護に常時あたるもの 10

要介護4・5 18

要介護3 17

上記以外の介護 16

17

災害 20

就学 ※

ハローワークの書類添付、面接等を受けている 8

インターネット等を利用し、就職活動を行っている 4

就職活動予定 入園後に活動を始める場合 1

特例 20

その他 5

状況 点数

2

1

1

5

3

1

20

20

2

2

1

3

4

1～5

30

-20

疾病

入院（おおむね1か月以上）

居宅療養

　（２）就労以外の事由

内容・条件

出産
産前産後

2か月のもの

育休期間で既に施設を利用している場合

障害

身体障害者手帳を有する
もの

精神障害者保健福祉手帳
を有するもの

療育手帳を有するもの

親族の介護

居宅外介護

居宅内介護

入園児童以外の心身障害児童の介護、通園、通院、通学等の付き添い

災害により被災した居宅等の復旧にあたる場合

通学が伴う就学等のために保育にあたれない場合　

求職
就職活動中

虐待、DV

※居宅内労働時間に準ずる

２．調整点数表

内容・条件

児童の状況

認可外保育施設に入園中（一時預かりの継続的な利用を含む）

事業所内保育施設で保育中

産休・育休明けの入園を希望

育児休暇取得のため一度退園し、育児休暇明けに入園を希望

兄弟姉妹の状況
兄弟姉妹が在園中

兄弟姉妹で同時入園申込

世帯の特殊事情

ひとり親世帯である場合（行方不明、拘禁を含む）

両親行方不明、両親拘禁

単身赴任

生活保護世帯

その他

待機期間が3カ月以上

待機期間が6カ月以上

市内特定教育・保育施設に従事する保育士

特別な配慮が必要と認められる世帯、要支援家庭（保健師等との関わりあり）
である場合

緊急性が非常に高く、特別な配慮が必要と認められる世帯である場合

保育料の滞納が3ケ月以上あり（卒園児・退園児含む）、納付相談がない、ま
たは相談があっても納付誓約を履行しない
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10． 下野市の保育園・認定こども園一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下長田69 駅東6-10-3

５２－１１２７ ４４－２７８８

５２－１１２８ ４４－６５４４

１５０名 ７０名

２・３号 ２・３号

生後２か月～ 生後２か月～

平
日

土
曜

平
日

土
曜

8：30～17：00 ―

公立保育園

―

時
間

一
時
預
か
り

（詳しくは5～6ページ保育料をご覧ください）
保育料

保育標準時間　　7：00～18：00
保育短時間　   　8：30～16：30

施設名 グリム保育園 しば保育園

所在地

利用料

・１歳
　400円/時、2,400円/日

・2歳以上
　300円/時、1,800円/日

　　　　※食事代別途

電話

時間

利用料

保育標準時間　　300円／日　（上限3,000円）
保育短時間　 　  200円／日　（上限1,500円）

 ※保育短時間の場合、18：00以降は保育標準時間の延長保育料が
　 加算されます。

FAX

利用定員
（R4.4時点）

認定区分

通
常
保
育

保育標準時間　　7：00～17：00
保育短時間　　   8：30～16：30

年齢・市町村民税所得割課税額により決定

入園年齢

時
間

保育標準時間　　18：00～19：00
保育短時間　　　16：30～19：00

延
長
保
育

保育短時間  　 　16：30～17：00
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社会福祉法人内木会 社会福祉法人薬師寺会 社会福祉法人内木会

あおば保育園 わかくさ保育園 わかば保育園

薬師寺１５８４－６ 薬師寺3151－2 下古山３０２５－１

４８－５５３０ ５８－７４３８ ３９－６３０５

４８－５５３９ ５８－７４３８ ３９－６３０６

７０名 ８０名 １００名

３号 ２・３号 ２・３号

生後２か月～２歳児 生後2か月～ 生後２か月～

平
日

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：00～16：00

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：00～16：00

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：00～16：00

土
曜

保育標準時間

7：00～18：00
保育短時間

8：00～16：00

保育標準時間

7：00～18：00
保育短時間

8：00～16：00

あおば保育園にて
合同保育

平
日

保育標準時間

18：00～20：00
保育短時間

7：00～8：00

16：00～20：00

保育標準時間

18：00～20：00
保育短時間

7：00～8：00

16：00～20：00

保育標準時間

18：00～20：00
保育短時間

7：00～8：00

16：00～20：00

土
曜

保育短時間
7：00～8：00

16：00～18：00

保育短時間
7：00～8：00

16：00～18：00

保育短時間
7：00～8：00

16：00～18：00

体調不良児保育 体調不良児保育
病児保育

体調不良児保育

私立保育園

８：３０～１７：００

・０歳児　　　５００円/時　3, 000円/日

・１～２歳児　４００円/時　2, 400円/日

・３歳児以上　３００円/時　1, 800円/日

　　　　　　※食事代等別途

利用定員
（R4.4時点）

認定区分

入園年齢

所在地

電話

FAX

施設名

法人名

年齢・市町村民税所得割課税額により決定

備考

一
時
預
か
り

延
長
保
育

時
間

利用料
300円/時

（上限6,000円/月）

利用料

時間

・０歳児 　  ：500円/時
・１歳児以上：300円/時

※食事代別途

8：30～17：00

・０歳児 　  ：500円/時
・１歳児以上：300円/時

※食事代別途

8：30～17：00

通
常
保
育

時
間

400円/時
（上限8,000円/月）

400円/時

0～2歳児
（上限8,000円/月）

3歳以上児
（上限8,000円/月）

保育料
（詳しくは5～6ページ保育料をご覧ください）
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社会福祉法人内木会 学校法人愛泉学園 一般社団法人にこにこ保育園

こがねい保育園 吉田保育園 にこにこ保育園

小金井1249－1 本吉田783-1 上大領３１３－４０

４４－３３７７ ４８－５０５４ ３７－６９４２

４４－４４１０ ４８－５０５４ ３７－６９４２

８０名 ５０名 １０名

２・３号 ２・３号 ３号

生後２か月～ 生後５か月～ 生後２か月～２歳児

平
日

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：30～16：30

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：00～16：00

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：00～16：00

土
曜

あおば保育園にて

合同保育

認定こども園愛泉幼稚園にて

合同保育
―

平
日

保育標準時間

18：00～19：００

保育短時間

16：30～19：00

保育標準時間

18：00～19：00

保育短時間

7：00～8：00

16：00～19：00

保育標準時間

18：00～19：00

保育短時間

7：00～8：00

16：00～19：00

土
曜

保育短時間

7：00～8：00

16：00～18：00

保育短時間

7：00～8：00

16：00～18：00
―

体調不良児保育
一時預かりの延長保育

土曜保育なし
一時預かりの延長保育

土曜保育なし

・０歳児　850円/時
・１歳児　830円/時
・２歳児　800円/時

年齢・市町村民税所得割課税額

により決定保育料

時
間

利用料

一
時
預
か
り

時間

利用料

入園年齢

通
常
保
育

時
間

備考

保育標準時間

・18：00～19：00

　　　　　　　　500円/時

・19：00～

　　　　　　 500円/15分

保育短時間

・7：00～8：00

　　　　　　　　500円/時

・17：00～19：00

　　　　　　　　500円/時

・19：00～

　　　　　　 500円/15分

9：00～17：00

小規模保育事業所

―

―

法人名

施設名

所在地

電話

FAX

利用定員
（R4.4時点）

認定区分

延
長
保
育

・保育標準時間

　18：00～19：00

　　　　　　　　　10円/1分

　　　　　　 （月の上限なし）

・保育短時間

　16：00～18：00

　　　　　　　　　  5円/1分

　18：00～19：00

　　　　　　　　　10円/1分

　　　　　　 （月の上限なし）

8：30～17：00
※平日のみ

・０歳児：500円/時

・１歳児：500円/時

・２歳児：400円/時

・３歳児以上：要相談

※食事代別途

・保育標準時間
　300円/回
　（上限３，０００円）

・保育短時間
　200円/回
　（上限１，５００円）
※18：00以降は、保育標
準時間の延長保育料が加算
されます。

私立保育園

年齢・市町村民税所得割課税額により決定

（詳しくは5～6ページ保育料をご覧ください）
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※令和５年４月から受け入れ開始予定 

分園

下古山3-12-28

38－8418

38―8417

９０名 １０８名 ８８名 １６５名 ２１５名 １３３名 ３０名 ※ 41名 19名

1号 ２号 ３号 1号 2号 3号 3号 1号 2号 ３号

生後２か月

～２歳児

生後2か月
～2歳児

生後2か月
～2歳児

生後２か月

～２歳児

平
日

 9：00～

　14：00

9：00～

　14：00

 9：00～

　14：00

土
曜

― ― ―

平
日

平日

14：30～

  20：00

長期休業中

 7：00～

  20：00

平日

14：30～

　20：00

長期休業中

 7：00～

　20：00

平日

14：30～

  19：00

長期休業中

 7：00～

  19：00

土
曜

 
― ―

 
―

0歳児　　：500円/時
1歳児以上：300円/時

※食事代別途

入園年齢

所在地 祇園４－６－３

電話 ４４－９９８８

法人名

施設名 第二薬師寺幼稚園

学校法人内木学園

保育標準時間
7：00～18：00

保育短時間
 8：00～16：00

●1号認定

　基本料200円＋100円/時

　　　　　 （14,000円/月）

　※満３歳児　   400円/時

　　　　　 （28,000円/月）

●2号認定

　基本料200円＋100円/時

　・保育標準   5,000円/月

　・保育短 　  6,000円/月

●3号認定

　400円/時　 8,000円/月

保育標準時間

18：00～20：00
　

保育短時間

7：00～8：00
16：00～20：00

保育短時間
7：00～8：00

16：00～18：00

平日 7：00～20：00
土曜 7：00～18：00

一
時
預
か
り

備考

利用料

時間

延
長
保
育

時
間

利用料

通
常
保
育

保育標準時間

18：00～20：00

保育短時間

7：00～8：00
16：00～20：00

保育短時間

16：00～18：00

学校法人内木学園

薬師寺幼稚園

本園

薬師寺１５８４－２

４８－０１３２

保育標準時間
7：00～18：00

保育短時間
8：00～16：00

保育料

時
間

４４－９９７７

満３歳～

利用定員
（Ｒ4.4時点）

FAX

認定区分

●1号認定

　　基本料200円＋100円/時（14,000円/月）

　　※満３歳児　   400円/時（28,000円/月）

●2号認定

　　基本料200円＋100円/時

　　・保育標準：5,000円/月

　　・保育短　：6,000円/月

●3号認定

　　400円/時　　8,000円/月

8：00～17：00

　　2歳児：450円/時（28,500円/月）

　　※月極児延長保育料：400円/時
　　※別途給食費
　　※おむつ廃棄料

病児保育・病後児保育・体調不良児保育
休日保育・学童保育

幼保連携型認定こども園

年齢・市町村民税所得割課税額により決定

（詳しくは５～６ページ保育料をご覧ください）

社会福祉法人内木会

緑二丁目3292-1

４８－００６３

３８－８０３０

満３歳～

保育標準時間
7：00～18：00

保育短時間
 8：00～16：00

４８－１４２３

満３歳～

学童保育・体調不良児保育

薬師寺保育園

「認定みらいこども園」へ
名称変更

8：30～17：00

0歳児　　：500円/時
1歳児以上：300円/時

※食事代別途

体調不良児保育
・病後児保育

保育標準時間

18：00～19：00
　

保育短時間

7：00～8：00
16：00～19：00

保育短時間
7：00～8：00

16：00～18：00

●1号認定

　  500円/日

　　（長期休み中1000円/日）

　※満３歳児　　500円/日

　　（長期休み中1100円/日）

●２・３号認定

　・保育標準時間　300円/回

　・保育短時間　　200円/回

※各認定上限金額有

※18：00以降は、保育標準時間の

　延長保育料が加算されます。
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１３５名 １１５名 ７２名 ７２名 ９７名 ７２名 ９０名 ８４名 ７５名 ４５名 １０５名 ９０名

1号 2号 3号 １号 2号 3号 1号 ２号 ３号 1号 2号 ３号

生後2か月

～2歳児

生後2か月

～2歳児

生後２か月

～２歳児

生後２か月

～２歳児

8：00～

　14：00

 9：00～

　14：00

 9：00～

　14：00

 8：00～

　14：30

8：00～ 

　16：30 

※満３歳児

を除く

― ―

 8：00～

　18：00

※事前申込

※別料金

14：00～

18：00

 7：00～

　 8：00

14：00～

　16：00

 長期休業中 

 8：00～

　16：00

平日

14：00～

  18：00

長期休業中

  8：00～

  18：00

7：00～

　  8：00

14：30～

　20：00

8：00～

16：30
－ ―

18：00～

  20：00

学校法人伊沢学園

中大領３８６－１

満３歳～

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：00～16：00

保育標準時間  

18：00～19：00 

保育短時間 

 7：00～8：00

16：00～19：00

５３－５５０８

５３－５５６２

野ばら幼稚園

満３歳～

学校法人愛泉学園

愛泉幼稚園

小金井４－１２－８

４４－７７８３

４４－７７８４

　　0歳児　　：500円/時
　　1歳児　　：400円/時
　　2歳児　　：400円/時
　　3歳児以上：  要相談
　
　　　　※食事代別途

学童保育

●1号認定

14：30～18：00　　400円/日

　　　　　　　　　　6,000円/月

長期休業中　　　　　　600円/日

●2・3号認定

・保育標準時間

18：00～19：00　250円/30分

19：00～20：00　350円/30分

       　　　　　（8,000円/月）

・保育短時間

　基本料金200円＋100円/時

平日 7：00～20：00
土曜 7：00～18：00

0歳児　　：500円/時
1歳児以上：400円/時

※食事代別途

●1号認定

・平日 

　400円/日

　※満３歳児　　500円/日

・長期休業中 

　９00円/日

　※満３歳児　1.100円/日

●2・3号認定

　保育標準時間・保育短時間

　100円/10分

8：30～17：00

学童保育・病後児保育体調不良児保育

０歳児　　：500円/時
１歳児以上：400円/時

※食事代別途

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：00～16：00

病児保育・体調不良児保育

8：30～17：00
8：30～17：00

※平日のみ

　　0歳児      ：500円/時
　　1歳児      ：500円/時
　　2歳児      ：400円/時
　　3歳児以上：   要相談
　
　　※食事代別途
　　※平日のみ

●１号認定

・平日

　17：00まで　　　　500円/回

　※満３歳児　　　　　600円/回 

　18：00まで　　　　600円/回

　※満３歳児　　　　　700円/回 

・土曜日

　8：00～16：30　1,000円/日

　※満３歳児除く 

　※長期休業中は要問合せ 

　※食事代別途

●2・3号認定　　　　　400円/時

保育標準時間

18：00～19：00

保育短時間

7：00～8：00

16：00～19：00

保育短時間

 7：00～8：00 

16：00～18：00

●1号認定

・平日

　14：00～16：00   400円/日

　※満３歳児　   500円/日

・長期休業中

　8：00～16：00  1.000円/日

　※満３歳児　1.100円/日

●2・3号認定

・保育標準時間（月の上限なし）

　18：00～19：00 10円/1分

・保育短時間（月の上限なし）

　16：00～18：00　5円/1分

　18：00～19：00 10円/1分

第二愛泉幼稚園

柴１４０３

４４－２８３８

４４－２８４０

保育短時間

7：00～8：00

16：00～18：00

幼保連携型認定こども園

年齢・市町村民税所得割課税額により決定

（詳しくは５～６ページ保育料をご覧ください）

保育短時間

16：00～18：00

学校法人むつみ学園

むつみこども園

柴７６９－１７

４４－０４０５

４０－１４０７

満３歳～

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

8：00～16：00

保育標準時間

18：00～20：00

保育短時間

7：00～8：00

16：00～20：00

満３歳～

保育標準時間

7：00～18：00

保育短時間

 8：00～16：00

保育標準時間

18：00～20：00

保育短時間

16：00～20：00

学校法人愛泉学園
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11． 公立保育園民営化のお知らせ 

 

 

下野市では平成 28 年度に策定した公立保育園民営化実施計画に基づき公立保育園

の民営化を進めております。保育園入園申し込みをする際には下記の内容を参考にご

検討ください。 

 

 

 

 

【民営化についてＱ＆Ａ】 

 

Ｑ１ 公立保育園の民営化とは何ですか？ 

 

Ａ． 保育園の管理・運営を下野市から民間の法人に移管するものです。 

 

 

Ｑ２ なぜ民営化を行うのですか？ 

 

Ａ． 民営化を行う目的の一つは民間活力を導入し、多様な保育ニーズに柔軟に対

応するためです。もう一つの目的は保育園の運営や将来必要となる園舎の大

規模修繕や建替えに掛かる市の財政負担を軽減するためです。 

 

 

Ｑ３ 民営化を行う保育園はどこですか？またいつから民営化となりますか？ 

 

Ａ． 吉田保育園が令和５年４月から民営化となります。（平成３１年４月に薬師

寺保育園、令和 4 年 4 月にこがねい保育園を民営化しました。） 

 

 

Ｑ４ 民営化の時に在園している児童は転園することになりますか？ 

 

Ａ． 在園している児童はそのまま継続入園が可能です。 

他の施設へ転園を希望する場合には、受入先の施設の定員状況等も関係しま

すので、転園希望で申込書をご提出していただき、こども福祉課と施設で調

整（入園審査）をさせていただきます。 
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Ｑ5 民営化で保育園は何が変わりますか？ 

 

Ａ． 保育士は、公立保育園勤務の保育士から民間の法人勤務の保育士に交代しま

すが、保育園の施設はそのまま民間の法人にお渡ししますので、民営化の時

点では施設に変更はありません。 

 

 

 

Ｑ6 民営化で保育料は変わりますか？ 

 

Ａ． 保護者の収入と児童の年齢により決定されるため保育料は変わりません。た

だし民間の法人が行う新しい保育サービスに対する料金が発生する場合が

あります。 

 

 

Ｑ7 民営化計画について詳しく知りたいのですがどうすれば良いですか？ 

 

Ａ． 計画は市のホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

 

   （ホームページアクセス方法） 

トップページの右上にある検索バーに「公立保育園民営化」と入力して検索をする

と、「下野市公立保育園民営化実施計画を策定しました」と検索の候補が出てきま

すので、こちらをクリックしてください。公立保育園民営化実施計画を掲載してお

ります。 
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12． 子育て支援事業について 

★延長保育（保育園等に入園している児童が対象です） 

就労時間等の都合によりお迎えが遅くなってしまう方のために、通常保育時間終了後も保育

を行います。各保育園や認定こども園で料金・時間等が異なりますので、入園を希望する保育

園等に直接お問い合わせください。 

 

★土曜保育（保育園等に入園している児童が対象です） 

 就労等の都合により家庭での保育が出来ない方のために、土曜日の保育を行います。 

 別途申込書および勤務証明書の提出が必要な場合もありますので、入園を希望する保育園等

に直接お問い合わせください。 

 

★休日保育 

日曜日や祝祭日に就労などの理由により家庭での保育が出来ない方のために、児童の預かりを

行います。利用にあたっては、事前に下記の保育施設に直接お問い合わせいただき、お申し込

みください。 

連絡先  ●薬師寺幼稚園 ℡０２８５-４８-０１３２ 

 

★利用者支援事業 

子ども及びその保護者等、または妊娠している方が教育・保育施設や地域の子育て支援事業を

円滑に利用できるようサポートする事業です。利用者支援員がこども福祉課窓口で相談に応

じます。子育て支援センターや健診会場などに訪問することもあります。お気軽にご相談くだ

さい。 

 

★一時預かり保育（※生後満３か月～就学前の児童が対象です） 

 就労や通院、その他私的な理由により、一時的に家庭での保育が困難な方のために、一時預か

り保育を行います。（保育時間 平日 8：30～17：00） 

※各保育園等で対象年齢や料金等が異なりますので、直接保育園等へお問い合わせください。 
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★病児保育（生後 6 か月から小学生以下の児童が対象です。） 

 当面の症状の急変が認められないが病気の回復期には至らないことから集団保育が困難であ

り、かつ保護者の就労等により自宅等での保育をすることが困難なお子さんをお預かりしま

す。利用にあたっては下記の保育施設に直接お問い合わせください。 

※医療機関の診療情報提供書（有料）が必要です。 

 

連絡先 ●愛泉幼稚園 病児保育棟           ℡０２８５-４４-７７８３ 

    ●薬師寺幼稚園（本園）            ℡０２８５-４８-０１３２ 

    ●わかば保育園                ℡０２８５-３９-６３０５ 

●済生会宇都宮病院保育施設 おはなほいくえん ℡０２８-６７８-９６００ 

（ホームページ http://u-nadeshiko.org/ohana/） 

●新小山市民病院 病児保育室 ひまわり    ℡０２８５-２８-３３８５ 

 

★病後児保育（病気やけがの回復期にある乳幼児から小学生以下の児童が対象です） 

就労などの都合により家庭での保育が出来ない方のために、児童の預かりを行います。利用に

あたっては、事前登録及び医療機関の診療情報提供書（有料）が必要です。下記保育施設に直

接お問い合わせいただき、お申し込みください。 

 

連絡先 ●キッズプラネット              ℡０２８５-４４-４８８８ 

（ホームページ ttp://kids.planet.bindcloud.jp/） 

●むつみこども園               ℡０２８５-３２-６７３３ 

●薬師寺幼稚園（分園）            ℡０２８５-３９-８８７３ 

●薬師寺保育園（認定みらいこども園）     ℡０２８５-４８-００６３ 

 

★体調不良児保育（保育園等に入園している児童が対象です） 

 保育中、発熱など体調不良になったときに保護者の方が迎えに来られるまで預かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://u-nadeshiko.org/ohana/


 下野市の教育・保育施設マップ 

 

 

 

 

 

 

地図
番号 施設名

土曜
保育

一時
保育

病児
保育

病後児
保育

① グリム保育園 ○ ○

② しば保育園 〇

③ あおば保育園 ○ ○

④ わかくさ保育園 ○ 〇

⑤ わかば保育園 ※１ ○ 〇

⑥ こがねい保育園 ※１

⑦ 吉田保育園 ※２

⑧ むつみこども園 ○ ○ ○

⑨ 第二愛泉幼稚園 ○ ○

⑩ 第二薬師寺幼稚園 ※１ ○

⑪ 愛泉幼稚園 ○ ○ 〇

⑫ 野ばら幼稚園 ○ ○

⑬ 薬師寺幼稚園（本園） ※１ ○ 〇

⑭ 薬師寺幼稚園（分園） ※１ ○ 〇

⑮
薬師寺保育園

(認定みらいこども園)
※１ 〇 〇

小規模保育
事業所 ⑯ にこにこ保育園 ○

幼稚園 ⑰ 石橋幼稚園

認可外
保育施設 ⑱

トータスキッズ下野
0285-38-6750

病後児
保育施設 ⑲

キッズプラネット
0285-44-4888

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１　あおば保育園で合同保育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※２　愛泉幼稚園で合同保育

公立保育園

私立保育園

認定こども園


